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１ はじめに 

 

本市では、平成 15 年 11 月に財政健全化を目的とした「財政健全化プラン」を策定

し、職員数の削減や、業務の外部委託に努めてきました。 

その結果、平成 15 年度の職員数が全体で 821 人であったものが、平成 19 年度にお

いては 756 人となり、結果 65 人削減されています。 

これらの職員には一般事務に携わる職員や、医師、看護師等がおりますが、このほ

か、この取組方針に定める「技能労務職員」がおります。 

この「技能労務職員」とは、一般に単純な労務に従事する職員とされており、近年、

この技能労務職員の給与について、国及び民間の同種の職種に従事する者との均衡に

留意しながら、適正な給与制度・運用とするよう求められてきました。 

「経済財政改革の基本方針 2007 について（平成 19 年６月 19 日閣議決定）」におい

ては、特に民間事業者と比べて水準が高いとの指摘のある地方の技能労務職員の給与

を始めとして、地域の民間給与をより一層反映させることが求められており、また、

これを受けた総務省では「技能労務職員等の給与等の総合的な点検の実施について

（平成 19 年 7 月 6 日付け、総行給第 61 号・総財公第 97 号）」を各市町村あてに通知

し、「技能労務職員等の給与等の見直しに向けた取組方針」の策定を求めています。 

これに伴い、本市においても技能労務職員の現状と、今後の取り組みについて明ら

かにするため、本取組方針を策定するものです。 

 

 

２ 技能労務職員の定義 

 

(１) この取組方針における技能労務職員とは、総務省が実施する「地方公務員給与

実態調査」における技能労務職を指すものです。 

(２) 「技能労務職」とは、地方公務員法上「単純な労務に雇用される者」とされて

いますが、給与実態調査上、主に次のような職種の職員がこれにあたることとされ

ています。 

【技能労務職員の主な区分】 

清掃職員、学校給食員、用務員、自動車運転手 など 

※ 国家公務員の場合、技能労務職員とは、一般職の給与に関する法律の行政職給料表(２)の

適用を受ける者を指します。 
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(３) この取組方針において比較する官民の技能労務職員は、次のとおりです。 

地方公務員 民間 

清掃職員 

ごみ処理業務に従事する職員 

廃物処理業従業員 

産業大分類Ｑサービス事業のうち中分

類Ｑ85 の「廃棄物処理業」に従事する者

（ごみ収集運搬業、ごみ処分業、し尿処

理運搬業、し尿処分業等の一般廃棄物処

理業及び産業廃棄物処理処理業が含ま

れる。） 

学校給食員 

学校給食センターにおいて給食の調理

を行う職員 

調理師 

飲食店、料亭、旅館、ホテル等において、

旅客又は従業員の食事の献立作成、食物

の調理に従事する者 

用務員 

市立小中学校において労務に従事する

職員 

用務員 

事業所内外の清掃、後片付、従業員の用

足し、使い走りを行うほか、手不足の際、

荷物の梱包、発送を手伝う等、事業所の

系統的な本来の仕事とは直接関係のな

い種々の雑務、雑役的な仕事に従事する

者 

自動車運転手 

公用車の運転業務に従事する職員 

自家用乗用自動車運転者 

自家用の乗用自動車を運転して社員及

び来客を送迎する仕事に従事する者 
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３ 本市の現状と基本的な考え方 

 

(１) 本市の現状 

ア 本市においても、清掃職員、学校給食員をはじめとするこれらの技能労務職員

が在職していることから、毎年の給与実態調査において技能労務職員の人数や給

与について総務省に報告してきたところです。 

イ この技能労務職員は、一般に単純な労務に従事する職員とされていますが、本

市の場合、発令上又は調査上において技能労務職員として区分されていても、事

実上、もっぱら事務に携わるなど他の一般職員と同様の職責にある職員がおりま

す。このため、この取組方針においては、これらの現状を踏まえた上で、具体的

な取組内容を定めることになります。 

 

(２) 技能労務職員数の推移 

ア 本市の技能労務職員の採用は、平成 13 年度が最後であり、その後は退職不補

充に取り組んでいます。 

イ このほか、事務事業の見直し等により、本市の技能労務職員の人数は次のとお

り推移しており、今後もその人数は減少する見込みとなっています。 

年  度 人  数 増  減 

平成９年度 95 人  

平成 19 年度 52 人 △ 43 人 

平成 29 年度(見込み) 22 人 △ 30 人 
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(３) 技能労務職員の給与 

ア 総務省では、技能労務職員に相当する民間部門従業員の給与について公表して

いますが、その公表数値と本市の技能労務職員の給与の比較については、次のと

おりとなります。 

この比較に用いる民間部門従業員の給与は、厚生労働省が実施する「賃金構造

基本統計調査」の平成 17 年から 19 年までの結果を総務省が再集計したものであ

り、調査は企業規模 10 人以上で、①期間を定めずに雇われている労働者、②１

か月を超える期間を期間を定めて雇われている労働者、③日々又は１か月以内の

期間を定めて雇われている労働者であって４月及び５月にそれぞれ月 18 日以上

雇用された労働者を対象としています。また、この給与の比較における本市の

データは正規職員のみですが、民間のデータには非正規雇用職員が含まれており、

雇用形態、年齢、業務内容等の点において完全に一致するものではありません。 

 

イ 清掃職員 

区 分 
清掃職員（公務員） 廃棄物処理業従業員(民間) 

(A)/(B) 
平均給与(A) 平均年齢 平均給与(B) 平均年齢 

H19 全国平均 419.4 千円 44.5 歳 
299.7 千円 43.6 歳 

1.40 

H19 稚内市 370.6 千円 48.1 歳 1.24 

備考 これらの給与は、月ごとに支払うこととされている給与であり、給料、扶養手当、住居

手当、通勤手当及び特殊勤務手当の合計額となります。（以下同じ。） 

 

ウ 学校給食員 

区 分 
学校給食員（公務員） 調理師(民間) 

(A)/(B) 
平均給与(A) 平均年齢 平均給与(B) 平均年齢 

H19 全国平均 341.5 千円 47.5 歳 
244.8 千円 43.4 歳 

1.40 

H19 稚内市 324.3 千円 40.5 歳 1.32 

備考 調理師(民間)の平均給与は、北海道地区の平均給与となります。 
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エ 用務員 

区 分 
用務員（公務員） 用務員(民間) 

(A)/(B) 
平均給与(A) 平均年齢 平均給与(B) 平均年齢 

H19 全国平均 369.4 千円 49.2 歳 
225.9 千円 53.9 歳 

1.64 

H19 稚内市 373.2 千円 49.2 歳 1.65 

 

オ 自動車運転手 

区 分 
自動車運転手（公務員） 自動車運転者(民間) 

(A)/(B) 
平均給与(A) 平均年齢 平均給与(B) 平均年齢 

H19 全国平均 405.0 千円 49.5 歳 
257.2 千円 50.6 歳 

1.57 

H19 稚内市 375.1 千円 49.9 歳 1.46 

備考 自動車運転者(民間)の平均給与は、北海道地区の平均給与となります。 
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４ 具体的な取組内容 

 

(１) 技能労務職員の給料表の見直し 

ア 「経済財政改革の基本方針 2007」（平成 19 年 6 月 19 日閣議決定）においては、

公務員の技能労務職員の給与は、民間事業者と比べて水準が高いとの指摘があり

ます。 

イ 本市の技能労務職員に適用する給料表は、一般職員の給料表と同じものですが、

上記の指摘により給与水準の見直しを迫られております。 

ウ しかし、これらの職員には給与実態調査上、技能労務職員とされていても、他

の一般職員と同様の職責である職員が含まれていることから、単純に技能労務職

員用の給料表を作成・適用するのではなく、これまで同様、職務内容の見直し等

を推進する方向で検討します。 

 

(２) 給与の独自削減 

本市では、技能労務職員とその他の職員の給与を平成 18 年９月から独自削減し

ています。 

 

(３) 昇給の抑制 

国の技能労務職員の昇給幅は 57 歳から抑制することとされていますが、本市の

場合、他の一般職員と同様に 55 歳から抑制する制度を平成 19 年４月から導入して

います。 

 

(４) 特殊勤務手当の見直し 

技能労務職員に対する特殊勤務手当については、これまでも他の一般職員と同様

に支給項目や範囲を限定してきましたが、今後も引き続き見直しを推進します。 

 

(５) 職種変更の検討 

技能労務職員のうち、一般事務に携わっている者については、本人の同意を得た

上で発令上の職種変更を行うことについて検討します。 
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５ その他 

 

(１) 民間委託の推進 

ア 本市では、平成 15 年 11 月に財政健全化プランを策定しており、その中で「施

設の管理委託」と「事務事業の委託」を推進する方向性を打ち出しています。 

イ これにより、技能労務職員が配置されていた①エネルギーセンター、②リサイ

クルセンターが委託済となっているほか、その他の施設についても民間委託等が

進められてきました。 

ウ また、現在、技能労務職員が配置されている職場の委託については、次のよう

に検討されています。 

技能労務職員の区分 委託の方向性 

清掃職員 リサイクルセンターを委託済 

学校給食員 委託の可能性を継続して検討 

学校用務員 委託の可能性を継続して検討 

自動車運転手 平成 22 年度からの委託に向け検討 

 

(２) 民間委託に伴う技能労務職員の取扱い 

ア 民間委託が推進された場合、これまで配置されていた技能労務職員の処遇が問

題となりますが、既に委託されているリサイクルセンターの場合については、技

能労務職員として発令を受けたまま、一般事務に従事しているという現状にあり

ます。 

イ 今後の多様化する行政需要に対応し、効率的な行政運営を行うためには、これ

まで以上に人材の活用が重要になってきます。 

このため、職員の能力や適性を考慮し、採用時の職種にとらわれない柔軟な配

置や職種間交流を推進するなど、その能力の開発と人材の活用を推進します。 
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